
議案第98号

つくば市火災予防条例の一部を改正する条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成25年11月29日

つくば市長 市 原 健 一

つくば市火災予防条例の一部を改正する条例

つくば市火災予防条例（平成14年つくば市条例第76号）の一部を次のように改正

する。

第38条の４第４項中「第37条第７号から第７号の３まで」を「第37条第４号から

第６号まで」に改める。

附 則

この条例は，平成26年４月１日から施行する。


